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(57)【要約】
【課題】画素セルの微細化に伴う感度低下を抑制するこ
とができる固体撮像装置およびその製造方法を提供する
。
【解決手段】第１導電型の半導体層１と、半導体層１に
設けられた、第２導電型の不純物領域からなる電荷蓄積
領域７とを備える。電荷蓄積領域７に蓄積された信号電
荷が転送される、第２導電型の不純物領域からなる検出
部８が、電荷蓄積領域７に対応して、電荷蓄積領域７と
間隔をおいて半導体層１に設けられている。さらに、半
導体層１の表面には、電荷蓄積領域７と重なる状態で絶
縁膜４を介して設けられ、当該重なり部分の少なくとも
一部が、可視光に対して透過性を有する透明導電体から
なる転送ゲート電極５を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を信号電荷に変換して蓄積する電荷蓄積領域を複数備える固体撮像装置であって
、
　第１導電型の半導体層と、
　前記半導体層に設けられた、第２導電型の不純物領域からなる電荷蓄積領域と、
　前記電荷蓄積領域に対応して、前記電荷蓄積領域と間隔をおいて前記半導体層に設けら
れた、前記電荷蓄積領域に蓄積された信号電荷が転送される、第２導電型の不純物領域か
らなる検出部と、
　前記半導体層の表面に、前記電荷蓄積領域と重なる状態で絶縁膜を介して設けられ、当
該重なり部分の少なくとも一部が、可視光に対して透過性を有する透明導電体からなる、
前記転送を制御する転送ゲート電極と、
を備えることを特徴とする、固体撮像装置。
【請求項２】
　前記転送ゲート電極は前記電荷蓄積領域の一部のみと重なる、請求項１記載の固体撮像
装置。
【請求項３】
　前記転送ゲート電極が、電気的に分離された複数の電極により構成される、請求項１ま
たは２記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　入射光を信号電荷に変換して蓄積する電荷蓄積領域を複数備える固体撮像装置の製造方
法であって、
　第１導電型の半導体層に、第２導電型の不純物領域からなる電荷蓄積領域を形成する工
程と、
　前記電荷蓄積領域が形成された前記半導体層の表面に、前記電荷蓄積領域の一部と重な
る状態で、当該重なり部分の少なくとも一部が可視光に対して透過性を有する透明導電体
からなる転送ゲート電極を、絶縁膜を介して形成する工程と、
　前記電荷蓄積領域に対応して、前記半導体層に、第２導電型の不純物領域からなり、前
記転送ゲート電極によって前記電荷蓄積領域に蓄積された信号電荷が転送される検出部を
、当該電荷蓄積領域と間隔をおいて形成する工程と、
を含むことを特徴とする固体撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高画質化の要求に応じて、固体撮像装置の多画素化が進められている。しかしな
がら、多画素化に伴う画素セルの微細化により、各画素セルの受光領域（光電変換領域）
は縮小し、受光領域に入射する光の量が減少することになる。そのため、画像が暗くなる
、あるいは、信号ノイズ比（Ｓ／Ｎ比）が劣化する等の感度低下が問題となり、このよう
な感度低下を解決する技術が求められている。
【０００３】
　従来、各画素セルの受光領域において生成された信号電荷を検知部（フローティングデ
ィフュージョン）へ転送する読み出し用トランジスタ等のゲート電極材料にはポリシリコ
ンが使用されている（例えば、特許文献１参照）。ポリシリコンは可視光に対して吸収が
大きいため、画素セルにおいてゲート電極が配置されている領域は、受光領域として機能
させることができない。この種の固体撮像装置では、ゲート寸法をより縮小して画素セル
内に占めるゲート電極の配置領域を減少させ、かつ受光領域を増大させることで、上述の
感度低下を抑制することが可能になる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１―２７４４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、例えば、上記読み出し用トランジスタのゲート寸法を縮小すると、信号
電荷の読み出し特性が劣化する。図８は、当該読み出し特性の劣化を説明するための図で
ある。図８（ａ）は、読み出し用トランジスタのゲート長が大きい画素セルを模式的に示
す断面図であり、図８（ｂ）は、読み出し用トランジスタのゲート長が図８（ａ）に比べ
て小さい画素セルを模式的に示す断面図である。
【０００６】
　図８（ａ）、図８（ｂ）に示すように、それぞれの画素セルは、半導体基板１００表面
部の、素子分離１０２により区分された領域に形成されている。また、各画素セルは、受
光領域であるフォトダイオード１２０、フローティングディフュージョン１０８、読み出
し用トランジスタのゲート電極１０５を備えている。なお、以下では、各画素セルのゲー
ト電極１０５を区別する場合、図８（ａ）の画素セルの長ゲート長のゲート電極１０５を
ゲート電極１０５ａと表記し、図８（ｂ）の画素セルの短ゲート長のゲート電極１０５を
ゲート電極１０５ｂと表記する。
【０００７】
　この例では、フォトダイオード１２０およびフローティングディフュージョン１０８は
、Ｐ型ウェル１０１内に形成されている。フォトダイオード１２０は、Ｎ型不純物領域１
０７の表面部にＰ型不純物領域１０６が形成された埋め込み構造を有している。また、Ｎ
型不純物領域１０７は、素子分離１０２の周囲に形成されたＰ型不純物領域１０３とも接
している。Ｎ型不純物領域１０７は、読み出し用ゲート電極１０５を備える読み出し用ト
ランジスタのソース領域を構成している。また、フローティングディフュージョン１０８
は、読み出し用トランジスタのドレイン領域を構成している。
【０００８】
　この画素セルは、読み出し用トランジスタを導通状態にすることにより、フォトダイオ
ード１２０において生成され蓄積された信号電荷（電子）を、フローティングディフュー
ジョン１０８へ転送する。信号電荷が転送されたフローティングディフュージョン１０８
の電位を、例えば、増幅トランジスタ（図示せず）を介して読み出すことで、画素信号が
出力される。
【０００９】
　なお、図８（ｂ）の画素セルでは、図８（ａ）の画素セルに比べてゲート電極１０５の
ゲート長が小さくなった分だけ、Ｎ型不純物領域１０７がフローティングディフュージョ
ン１０８側へ広げられている。
【００１０】
　図８（ｂ）に示す構成では、図８（ａ）に示す構成に比べて受光領域が大きくなるが、
Ｎ型不純物領域１０７とフローティングディフュージョン１０８との距離が短くなる。そ
のため、図８（ｂ）に示す構成では、信号電荷のパンチスルーが発生しやすくなる。すな
わち、読み出し用トランジスタがオンであるかオフであるかに関わらず、信号電荷がＮ型
不純物領域１０７からフローティングディフュージョン１０８へ移動するパンチスルー現
象が生じやすくなる。このようなパンチスルー現象が発生した状況で出力される画素信号
は、正常値とはいえない。なお、図８（ａ）、図８（ｂ）では、このような電子の移動経
路を矢印により模式的に示している。
【００１１】
　以上の理由により、短ゲート長化が進行した近年の固体撮像装置では、画素セル内に占
めるゲート電極の領域をさらに減少させて受光領域を増大させる手法を採用することはで
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きない。
【００１２】
　また、図９（ａ）、図９（ｂ）は、それぞれ、図８（ａ）、図８（ｂ）に示す画素セル
のゲート電極１０５に、読み出し用トランジスタをオン状態にする電位を印加した場合の
、ポテンシャル分布（当ポテンシャル線）を示す図である。なお、図９（ａ）、図９（ｂ
）に点線で示す矢印Ａｐ、Ｂｐは、電子の読み出し経路を模式的に示している。また、実
線で示す矢印Ａｗ、Ｂｗは、電子の読み出し経路の幅を模式的に示している。
【００１３】
　図９（ａ）、図９（ｂ）から理解できるように、ゲート長が大きい画素セルの読み出し
経路の幅Ａｗに比べて、ゲート長が小さい画素セルの読み出し経路の幅Ｂｗが狭くなって
いる。読み出し経路の幅が狭くなると、電荷転送効率が低下するため、読み出し用ゲート
電極１０５に信号電荷読み出し用の所定電位が印加される所定時間内に、Ｎ型不純物領域
１０７に蓄積された信号電荷をフローティングディフュージョン１０８へ完全に読み出す
ことができず、Ｎ型不純物領域１０７に信号電荷が残留する可能性がある。このような信
号電荷の残留が発生した状況で出力される画素信号は、正常値とはいえない。また、この
ような信号電荷の残留を防止するために、信号電荷読み出し時に読み出し用ゲート電極１
０５により大きな電位を印加する必要等が生じる。
【００１４】
　本発明は、このような従来の課題を鑑みてなされたものであって、画素セルの微細化を
行った場合においても感度低下を抑制することができるとともに、読み出し特性の劣化を
も抑制することができる固体撮像装置およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述の課題を解決するため、本発明は、以下の技術的手段を採用している。すなわち、
本発明は、入射光を信号電荷に変換して蓄積する電荷蓄積領域を複数備える固体撮像装置
であって、第１導電型の半導体層と、当該半導体層に設けられた、第２導電型の不純物領
域からなる電荷蓄積領域とを備える。また、電荷蓄積領域に蓄積された信号電荷が転送さ
れる、第２導電型の不純物領域からなる検出部が、電荷蓄積領域に対応して、電荷蓄積領
域と間隔をおいて半導体層に設けられている。そして、本発明にかかる、固体撮像装置は
、半導体層の表面に、電荷蓄積領域と重なる状態で絶縁膜を介して設けられ、当該重なり
部分の少なくとも一部が、可視光に対して透過性を有する透明導電体からなる転送ゲート
電極を備えている。なお、当該転送ゲート電極は、上記検出部への、上記電荷蓄積領域に
蓄積された信号電荷の転送を制御する。
【００１６】
　一方、他の観点では、本発明は、上記固体撮像装置の実現に好適な、固体撮像装置の製
造方法を提供することもできる。すなわち、本発明に係る固体撮像装置の製造方法は、第
１導電型の半導体層に、第２導電型の不純物領域からなる電荷蓄積領域を形成する工程を
含む。当該電荷蓄積領域が形成された前記半導体層の表面には、電荷蓄積領域の一部と重
なる状態で、当該重なり部分の少なくとも一部が可視光に対して透過性を有する透明導電
体からなる転送ゲート電極が、絶縁膜を介して形成される。また、本発明に係る固体撮像
装置の製造方法は、電荷蓄積領域に対応して、上記半導体層に、第２導電型の不純物領域
からなり、電荷蓄積領域に蓄積された信号電荷が転送ゲート電極によって転送される検出
部を、当該電荷蓄積領域と間隔をおいて形成する工程を含む。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、微細な画素セルにおいて、パンチスルーの抑制と、感度低下の抑制を
両立させることができる。さらに、読み出し用トランジスタのゲート電極として機能する
転送ゲート電極のゲート長を比較的大きくできるため、信号電荷の読み出し特性の劣化を
抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】本発明の一実施形態の固体撮像装置の要部を示す断面図
【図２】本発明の一実施形態の固体撮像装置の要部を示す平面図
【図３】本発明の一実施形態の固体撮像装置と従来の固体撮像装置とにおける、光電変換
の様子を示す模式図
【図４】本発明の一実施形態における固体撮像装置の製造過程を示す工程断面図
【図５】本発明の一実施形態における固体撮像装置の製造過程を示す工程断面図
【図６】本発明の一実施形態の固体撮像装置の変形例の要部を示す断面図
【図７】本発明の一実施形態の固体撮像装置の変形例の要部を示す断面図
【図８】電荷の読み出し特性劣化とゲート長との関係を示す図
【図９】電荷読み出し時のポテンシャル分布とゲート長との関係を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。以下の実施形態
では、フォトダイオードとＮチャネル型の読み出し用トランジスタを備えるＭＯＳ（Meta
l Oxide Semiconductor）型固体撮像装置、すなわち、信号電荷が電子であるＭＯＳ型固
体撮像装置として本発明を具体化している。なお、以下の実施形態において、各不純物領
域の導電型を逆導電型としても同様の効果を奏することができる。
【００２０】
　まず、本発明の一実施形態における固体撮像装置の構成について、図１、図２を用いて
説明する。図１は本実施形態の固体撮像装置の要部を示す図であり、図２は本実施形態の
固体撮像装置の要部を示す平面図である。本実施形態の固体撮像装置は、複数の画素セル
がアレイ状に配置された画素領域を有しており、図１、図２は、当該画素領域を構成する
１の画素セルを示している。なお、図２に示す平面図では、電荷蓄積領域、検出部、これ
らの間のウェル領域、転送ゲート電極を示し、他の要素の記載を省略している。また、図
２に示すＡ－Ａ線に沿う断面が図１に対応する。
【００２１】
　図１に示すように、本実施形態の固体撮像装置は、Ｐ型不純物領域からなるウェル領域
１（半導体層）が表面部に設けられた、Ｎ型のシリコン単結晶基板等からなる半導体基板
１０に形成される。各画素セルは、ＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）構造を有する素
子分離２により隣接する他の画素セルと分離されている。
【００２２】
　各画素セルは、フォトダイオード２０を備える。フォトダイオード２０は、入射光を信
号電荷に変換して蓄積するＮ型不純物領域７（電荷蓄積領域）の表面部に、Ｐ型不純物領
域６（表面欠陥抑制領域）が形成された埋め込み構造を有する。また、Ｎ型不純物領域７
は、素子分離２を包囲する状態で、素子分離２の周囲の半導体基板１０に形成されたＰ型
不純物領域３と接している。Ｐ型不純物領域３はＰ型不純物領域６にも接しており、Ｐ型
不純物領域３とＰ型不純物領域６とは電気的に接続されている。なお、Ｐ型不純物領域６
は半導体基板１０の表面において、表面欠陥等に起因して発生する不要電荷がＮ型不純物
領域７に蓄積されることを防止する欠陥抑制領域として機能し、Ｐ型不純物領域３はＳＴ
Ｉ構造（トレンチ）の界面において、格子欠陥等に起因して発生する不要電荷がＮ型不純
物領域７に蓄積されることを防止する欠陥抑制領域として機能する。
【００２３】
　また、ウェル領域１には、Ｎ型不純物領域７に対応して、Ｎ型不純物領域７と間隔をお
いてフローティングディフュージョン８（検出部）が設けられている。Ｎ型不純物領域７
とフローティングディフュージョン８との間のウェル領域１の表面には、シリコン酸化膜
等からなる透明ゲート絶縁膜４を介してゲート電極５（転送ゲート電極）が配置されてい
る。図１に示すように、上記Ｐ型不純物領域６は、ゲート電極５と素子分離２との間に露
出するＮ型不純物領域７の表面部に形成されており、Ｎ型不純物領域７はゲート電極５の
直下にまで延出されている。すなわち、図１、図２に示すように、ゲート電極５とＮ型不
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純物領域７とは、平面視において少なくとも一部が重なる状態で配置されている。また、
図２に示すように、Ｎ型不純物領域７は、略矩形状の平面形状を有しており、当該矩形の
１つの角部にゲート電極５が配置されている。なお、ゲート電極５、Ｎ型不純物領域７お
よびフローティングディフュージョン８は読み出し用トランジスタ３０として機能するＮ
チャネルトランジスタを構成している。
【００２４】
　この画素セルは、読み出し用トランジスタ３０を導通状態にすることにより、Ｎ型不純
物領域７において生成され蓄積された信号電荷（ここでは、電子）を、フローティングデ
ィフュージョン８へ転送する。信号電荷が転送されたフローティングディフュージョン８
の電位が、例えば、図示しない増幅トランジスタを介して画素信号として読み出される。
なお、フローティングディフュージョン８には図示しないリセットトランジスタが接続さ
れており、当該リセットトランジスタをオン状態にすることで、フローティングディフュ
ージョン８に流入した電荷が排出される。
【００２５】
　本実施形態では、ゲート電極５が可視光に対して透過性を有する透明導電体からなる。
このため、ゲート電極５に可視光が到達すると、当該可視光はゲート電極５を透過してＮ
型不純物領域７に進入する。したがって、ゲート電極５直下のＮ型不純物領域７において
も入射光に応じた信号電荷が生成される。なお、ゲート電極５を構成する透明導電体とし
ては、例えば、酸化インジウムスズ（Indium Tin Oxide：以下、単にＩＴＯと記載する。
）、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化スズ、酸化インジウムと酸化亜鉛とからなる透明材
、水酸化マグネシウムと炭素とからなる透明材、二酸化チタン系透明材、導電性透明樹脂
、導電性透明有機化合物等を使用することができる。透明導電体の可視光透過率は、８０
％以上であることが好ましい。なお、本実施形態において、「透明」は、当該透明導電体
と同等の可視光透過率であること意味する。
【００２６】
　ゲート電極５の上方には、シリコン酸化膜等からなる透明絶縁膜１１を介してタングス
テンやアルミニウム等からなる遮光膜１２が配置されている。当該遮光膜１２は、フロー
ティングディフュージョン８およびゲート電極５直下のウェル領域１等の、フォトダイオ
ード２０（受光領域）を除く領域を被覆し、当該被覆領域への不要光の進入を防止する機
能を有する。図１に示すように、本実施形態では、平面視において、遮光膜１２のフォト
ダイオード２０側端部と、Ｎ型不純物領域７のフローティングディフュージョン８側端部
とが一致した構造を採用している。後述のように、本実施形態では、フォトダイオード２
０上に光導波路を配置した、フォトダイオード２０への集光性を高める構造を採用してい
るため、上記遮光膜１２の配置により、不要光の進入を実用上問題のないレベルにまで抑
制することができる。なお、遮光膜１２上には、ホウ素リンシリケートガラス（ＢＰＳＧ
）等からなる透明平坦化膜１３が設けられ、ゲート電極５、遮光膜１２、図示しない配線
等に起因する凹凸が平坦化されている。
【００２７】
　フォトダイオード２０上の透明平坦化膜１３には、開口部１９が設けられ、当該開口部
１９を含む全面に低屈折率透明膜１４が積層されている。また、上記低屈折率透明膜１４
により被覆された開口部１９は、高屈折率透明膜１５で充填されている。なお、低屈折率
透明膜１４は、高屈折率透明膜１５よりも屈折率が低い透明材料であればよく、高屈折率
透明膜１５は、低屈折率透明膜１４よりも屈折率が高い透明材料であればよい。例えば、
低屈折率透明膜１４として、屈折率が１．６程度のシリコン酸窒化膜（ＳｉＯＮ）を使用
し、高屈折率透明膜１５として、屈折率が２．０程度のシリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）を使
用することができる。
【００２８】
　このように、高屈折率透明膜１５を低屈折率透明膜１４で包囲した構造は、入射光をフ
ォトダイオード２０へ案内する光導波路として機能する。なお、特に限定されないが、本
実施形態では、開口部１９は、上端部より底部に向かうにつれて開口面積が狭くなってい
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る。このように、開口部１９の側壁にテーパを設けることにより、光導波路外部への入射
光の漏洩を抑制している。開口部１９の開口形状は、特に限定されないが、本実施形態で
は、図２に示すように、正八角形状になっている。この例では、正八角形の中心が、Ｎ型
不純物領域７の中心（Ｎ型不純物領域７の長辺Ｌｄの二等分線と、短辺Ｗｄの二等分線と
の交点）と重なる状態で配置されている。なお、図２では、開口部１９の底部における開
口形状を点線で示している。
【００２９】
　図１に示す例では、上記構造の上面に、上記光導波路上に所望色のフィルタ部１６ａを
含むカラーフィルタ層１６が配置されている。当該フィルタ部１６ａは、例えば、赤、青
、緑のいずれかに着色された透明高分子樹脂で構成される。当該フィルタ部１６ａ上には
、アクリル樹脂等の透明高分子樹脂等からなるオンチップレンズ１７が設けられている。
なお、各層の界面での入射光の反射を抑制するため、フィルタ部１６ａの屈折率は高屈折
率透明膜１５の屈折率と同等以下であることが好ましく（例えば、１．５５程度）、さら
に、オンチップレンズ１７の屈折率は、フィルタ部１６ａの屈折率と同等以下であること
が好ましい（例えば、１．５程度）。また、図１に例示する構成では、透明平坦化膜１３
の屈折率を高屈折率透明膜１５の屈折率より低くすることで、低屈折率透明膜１４を省略
することもできる。
【００３０】
　図３は、上述した本実施形態の固体撮像装置と、読み出し用トランジスタのゲート電極
材料としてポリシリコン等の吸光性（あるいは遮光性）を有する非透明材料を採用した従
来の固体撮像装置とにおける、光電変換の様子を示す模式図である。図３（ａ）が本実施
形態の固体撮像装置に対応し、図３（ｂ）が従来の固体撮像装置に対応する。また、図３
（ａ）、図３（ｂ）は、読み出し用トランジスタのソース－ドレイン間の距離の縮小によ
るパンチスルーを回避するために、図８（ａ）に示すように、ソース－ドレイン間距離を
拡大（ゲート長も拡大）した状態に対応する。なお、図３（ａ）、図３（ｂ）では、ゲー
ト電極の材質のみが異なっており、他の構造は同一である。また、図３（ａ）、図３（ｂ
）では、説明のため、ゲート電極、素子分離、素子分離界面の欠陥抑制領域として機能す
るＰ型不純物領域およびフォトダイオードのＮ型不純物領域を図示している。図３（ａ）
、図３（ｂ）中に示す、「－」を付した丸印は、信号電荷を模式的に示したものである。
【００３１】
　図３（ｂ）に示すように、非透明材料からなるゲート電極１０５を備える従来の固体撮
像装置では、ゲート電極１０５により入射光が吸収（あるいは遮蔽）される。そのため、
ソース－ドレイン間距離の拡大に伴うゲート長の拡大により、実効的な受光領域が狭くな
り光電変換効率が低下する。一方、本実施形態の固体撮像装置では、図３（ａ）に示すよ
うに、ゲート電極５を透過して入射光がＮ型不純物領域７に入射する。そのため、ソース
－ドレイン間距離の拡大に伴ってゲート長を拡大した場合でも、実効的な受光領域は狭ま
らず、光電変換効率が低下することもない。すなわち、本実施形態の構造では、埋め込み
構造のフォトダイオードにおいて、信号電荷の読み出し特性を改善するためにゲート電極
直下にまで延出されている、従来、信号電荷の生成に寄与することのなかったＮ型不純物
領域７の部分を光電変換領域として機能させることが可能になる。
【００３２】
　以上のように、本実施形態の固体撮像装置の画素セルは、Ｎ型不純物領域７からフロー
ティングディフュージョン８へ信号電荷を転送するゲート電極５が透明導電体により構成
され、当該ゲート電極５がＮ型不純物領域７の少なくとも一部と重なった構造を有してい
る。この構造では、ゲート電極５を通じてゲート電極５直下のＮ型不純物領域７へ光が入
射できるため、従来の固体撮像装置と異なり、ゲート電極５直下の領域も光電変換領域と
して機能させることができる。すなわち、ポリシリコン等をゲート電極として使用した従
来の固体撮像装置のように、受光領域を大きくするために読み出し用トランジスタのゲー
ト長を小さくする必要がない。したがって、ゲート長の縮小に応じて読み出し用トランジ
スタのソース－ドレイン間の距離を小さくする必要がなく、パンチスルーが発生するよう
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な微細なソース－ドレイン間隔を採用する必要がない。その結果、微細な画素セルにおい
て、パンチスルー抑制と感度低下抑制とを両立させることができる。
【００３３】
　また、上述の構造では、読み出し用トランジスタ３０のゲート電極５のゲート長を比較
的大きくできるため、信号電荷の読み出し経路を拡大することができ、信号電荷の読み出
し特性の劣化を抑制することができる（図９参照）。さらに、従来構造と同一セルサイズ
、かつ同一の受光領域面積を実現する場合、従来に比べて長ゲート長のゲート電極を採用
することができるため、信号電荷読み出し時に当該ゲート電極に印加する電圧を大きくす
る必要もない。
【００３４】
　次に、本発明の一実施形態における固体撮像装置の製造方法について図面を参照しなが
ら詳細に説明する。図４、図５は本発明の実施形態における固体撮像装置の製造過程を示
す断面図である。
【００３５】
　本実施形態の固体撮像装置の製造工程では、図４（ａ）に示すように、まず、電荷蓄積
領域の形成領域に開口を有するマスクを通じてイオン注入を実施することにより、半導体
基板１０にＮ型不純物が導入される。これにより、不純物濃度が１．０×１０１７ｃｍ－

３程度、深さが１００～３００ｎｍ程度のＮ型不純物領域７が形成される。特に限定され
ないが、ここでは、注入エネルギーが１６０ｋｅＶ以上かつ８００ｋｅＶ以下、ドーズ量
が１．０×１０１２ｃｍ－２以上かつ８．０×１０１２ｃｍ－２以下の注入条件で砒素を
イオン注入している。なお、ここでは、半導体基板１０は、不純物濃度が１．０×１０１

４ｃｍ－３程度のＮ型のシリコン単結晶基板からなる。
【００３６】
　次に、図４（ｂ）に示すように、半導体基板１０の表面部に、公知の手法により素子分
離２が形成される。素子分離２は深さ１５０～２５０ｎｍ程度のトレンチにシリコン酸化
膜等の絶縁膜を充填することにより形成することができる。なお、本実施形態では、半導
体基板１０の表面部にトレンチが形成されてから、当該トレンチにシリコン酸化膜が充填
されるまでの間に、トレンチに対応する部分に開口を有するマスクを通じてイオン注入を
実施することにより、当該トレンチの側面および底面を構成する半導体基板１０にＰ型不
純物が導入される。これにより、不純物濃度が１．０×１０１７ｃｍ－３程度、深さが１
０～２０ｎｍ程度のＰ型不純物領域３が形成される。ここでは、注入エネルギーが１０ｋ
ｅＶ以上かつ２０ｋｅＶ以下、ドーズ量が３．０×１０１３ｃｍ－２以上かつ８．０×１
０１３ｃｍ－２以下の注入条件でボロンをイオン注入している。また、素子分離２が形成
された後、半導体基板１０にボロン等のイオン注入を実施することにより、不純物濃度が
１．０×１０１５ｃｍ－３程度のウェル領域２が形成される。
【００３７】
　続いて、図４（ｃ）に示すように、半導体基板１０の表面に透明ゲート絶縁膜４が形成
される。本実施形態では、ゲート絶縁膜として、膜厚が６ｎｍ～１０ｎｍ程度のシリコン
酸化膜を熱酸化法により形成している。当該透明ゲート絶縁膜４上に、透明導電体膜が形
成される。ここでは、透明導電体膜として、スパッタリング法等により、膜厚が１００ｎ
ｍ～２００ｎｍ程度のＩＴＯ膜が形成される。そのＩＴＯ膜に対して公知のフォトリソグ
ラフィ技術およびエッチング技術を適用することにより、ゲート電極５が形成される。上
述のように、ゲート電極５は、Ｎ型不純物領域７の少なくとも一部を被覆する状態で形成
される。ゲート電極５とＮ型不純物領域７との重なり部の幅は特に限定されない。後述の
ように、当該ゲート電極５と素子分離２との間に露出するＮ型不純物領域７の表面部に、
半導体基板１０の表面欠陥に起因する不要電荷を抑制するＰ型不純物領域が形成されるた
め、ゲート電極５はＮ型不純物領域７の一部のみと重なる構成が好ましい。しかしながら
、ゲート電極５がＮ型不純物領域７の全体を被覆する構成を除外しない。例えば、図２に
示す例では、Ｎ型不純物領域７の長辺Ｌｄが１２２５ｎｍ、短辺Ｗｄが８３５ｎｍ、ゲー
ト電極５の長辺Ｗｇが５６０ｎｍ、短辺Ｌｇが３３０ｎｍであり、両者が重なり合う領域
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の幅ｄは１５０ｎｍになっている。
【００３８】
　なお、半導体基板１０上に形成される、増幅トランジスタ、リセットトランジスタ、選
択トランジスタ等のゲート電極、および周辺回路を構成するトランジスタのゲート電極は
、ポリシリコン等の従来のゲート電極材料により形成することができる。この場合、これ
らのゲート電極は、ゲート電極５の形成前および形成後のいずれで形成されてもよい。
【００３９】
　次に、図４（ｄ）に示すように、ゲート電極５で被覆されていないＮ型不純物領域７に
対応する部分に開口を有するマスクを通じてイオン注入を実施することにより、Ｎ型不純
物領域７の表面部にＰ型不純物が導入される。これにより、不純物濃度が１．０×１０２

０ｃｍ－３程度、深さが５０ｎｍ程度のＰ型不純物領域６が形成される。ここでは、注入
エネルギーが１ｋｅＶ以上かつ１０ｋｅＶ以下、ドーズ量が１．０×１０１４ｃｍ－２以
上かつ１.０×１０１５ｃｍ－２以下の注入条件でボロンをイオン注入している。
【００４０】
　続いて、図５（ａ）に示すように、フローティングディフュージョンの形成領域に開口
を有するマスクを通じてイオン注入を実施することにより、平面視において、ゲート電極
５を挟んでＮ型不純物領域７と対向する半導体基板１０の表面部にＮ型不純物が導入され
る。これにより、不純物濃度が３．０×１０１９ｃｍ－３程度、深さが３０ｎｍ～５０ｎ
ｍ程度のフローティングディフュージョン領域８が形成される。ここでは、注入エネルギ
ーが２０ｋｅＶ以上かつ５０ｋｅＶ以下、ドーズ量が１．０×１０１５ｃｍ－２以上かつ
３．０×１０１５ｃｍ－２以下の注入条件でリンまたは砒素をイオン注入している。
【００４１】
　その後、半導体基板１０上に、透明絶縁膜１１、遮光膜１２、透明平坦化膜１３、開口
部１９、低屈折率透明膜１４、高屈折率透明膜１５、カラーフィルタ層１６、オンチップ
レンズ１７等の上層構造が順次形成され、図５（ｂ）に示すような固体撮像装置が完成す
る。各種トランジスタの各種電極、当該電極に電気的に接続する配線等も、これら上層構
造が形成される過程で順次形成される。なお、開口部１９を形成するエッチング工程にお
いて、ゲート電極５がエッチングされることを防止するため、ゲート電極５上にはエッチ
ングストッパとして機能するシリコン窒化膜等の透明膜が設けられることが好ましい。
【００４２】
　以上説明したように、本実施形態の固体撮像装置の製造方法では、画素セルは、ゲート
電極５が透明導電体により構成され、当該ゲート電極５がＮ型不純物領域７の少なくとも
一部と重なった構造を有している。その結果、微細な画素セルにおいて、パンチスルー抑
制と感度低下抑制とを両立させることができる。
【００４３】
　また、図２から理解できるように、本構成では、Ｎ型不純物領域７を形成するためのリ
ソグラフィ工程で使用するマスクと、ゲート電極５を形成するためのリソグラフィ工程で
使用するマスクとに相対的な位置ずれが発生した場合でも、実効的な受光領域の面積は変
動しない。したがって、各画素セルでの感度特性にばらつきが生じないという効果も得る
ことができる。
【００４４】
　ところで、以上では、読み出し用トランジスタのゲート電極が透明導電体からなる構成
について説明したが、当該ゲート電極は、電荷蓄積領域との重なり部分の少なくとも一部
が透明導電体から構成されていれば実効的な受光領域の面積を増大させることができる。
【００４５】
　図６は、本発明の一実施形態の固体撮像装置の変形例の要部を示す断面図である。この
変形例では、図１に示す固体撮像装置とゲート電極の構造のみが相違する。当該ゲート電
極の平面形状は図２に示すゲート電極５の平面形状と同一である。なお、図６では、上層
構造の記載を省略している。
【００４６】
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　この変形例では、読み出し用トランジスタのゲート電極２５が、ポリシリコン等の従来
の非透明電極材料からなる非透明部２５ａと、透明導電体からなる透明部２５ｂとを有す
る。ここでは、非透明部２５ａがＮ型不純物領域７とフローティングディフュージョン８
との間のウェル領域１上に透明ゲート絶縁膜４を介して設けられている。また、透明部２
５ｂは、Ｎ型不純物領域７上に透明ゲート絶縁膜４を介して設けられている。なお、非透
明部２５ａと透明部２５ｂとは電気的に接続されている。特に限定されないが、この例で
は、図６に示すように、透明部２５ｂを非透明部２５ａのフォトダイオード２０側側面お
よび上面と接触した状態で形成することにより電気的接続を実現している。
【００４７】
　この変形例においても、図１、図２に示す固体撮像装置と同様、微細な画素セルにおい
て、パンチスルー抑制と感度低下抑制とを両立させることができる。なお、図６に示す固
体撮像装置は、例えば、上述した製造方法において、ゲート電極の形成工程を変更するこ
とで実現することができる。すなわち、半導体基板１０の表面に形成された透明ゲート絶
縁膜４上に、減圧ＣＶＤ法等により、膜厚が５０ｎｍ～１００ｎｍ程度の導電性ポリシリ
コン膜が形成される。当該導電性ポリシリコン膜に対して公知のフォトリソグラフィ技術
およびエッチング技術を適用することにより、非透明部２５ａが形成される。このとき、
増幅トランジスタ、リセットトランジスタ、選択トランジスタのゲート電極や周辺回路を
構成するトランジスタのゲート電極等が同時に形成されてもよい。
【００４８】
　次いで、半導体基板１０上に、スパッタリング法等により、膜厚が５０ｎｍ～１００ｎ
ｍ程度のＩＴＯ膜が形成される。当該ＩＴＯ膜に対して公知のフォトリソグラフィ技術お
よびエッチング技術を適用することにより、透明部２５ｂが形成される。なお、この例で
は、非透明部２５ａを導電性ポリシリコンで形成しているため、ＩＴＯ膜堆積の直前に、
非透明部２５ａの表面酸化膜が除去される。この後の工程は、上述のとおりである。
【００４９】
　また、以上では、読み出し用トランジスタのゲート電極が、電気的に接続された１の電
極により構成した事例を説明したが、当該ゲート電極は、電気的に分離された複数の電極
により構成することもできる。
【００５０】
　図７は、本発明の一実施形態の固体撮像装置の他の変形例の要部を示す断面図である。
この変形例では、図１に示す固体撮像装置とゲート電極の構造のみが相違する。ゲート電
極の平面形状は図２に示すゲート電極５の平面形状と同一である。なお、図７では、上層
構造の記載を省略している。
【００５１】
　この変形例では、読み出し用トランジスタのゲート電極３５が、透明導電体からなる、
第１ゲート電極３５ａと第２ゲート電極３５ｂとを有する。ここでは、第１ゲート電極３
５ａがＮ型不純物領域７とフローティングディフュージョン８との間のウェル領域１上に
透明ゲート絶縁膜４を介して設けられている。また、第２ゲート電極３５ｂがＮ型不純物
領域７上に透明ゲート絶縁膜４を介して設けられている。なお、第１ゲート電極３５ａは
、第２ゲート電極３５ｂと電気的に分離されている。電気的分離の手法は、特に限定され
ない。例えば、図６に示すような、積層構造を有するゲート電極において、各層間に絶縁
膜が介在している構成であってもよい。
【００５２】
　この変形例においても、図１、図２に示す固体撮像装置と同様、微細な画素セルにおい
て、パンチスルー抑制と感度低下抑制とを両立させることができる。また、この構成では
、第１ゲート電極３５ａと第２ゲート電極３５ｂとが電気的に分離されているため、それ
ぞれのゲート電極に異なる電位を印加することができる。したがって、第２ゲート電極３
５ｂに、信号電荷の読み出し経路の幅（図９参照）が大きくなるような大きな電位を印加
することで、信号電荷の読み出し特性をより向上させることもできる。なお、この構成に
おいて、第１ゲート電極３５ａはポリシリコン等の従来の電極材料からなる非透明導電体
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、第１ゲート電極３５ａと第２ゲート電極３５ｂとを順に形成することで実現することが
できる。
【００５３】
　以上説明したように、本発明によれば、微細な画素セルにおいて、パンチスルーの抑制
と、感度低下の抑制を両立させることができる。さらに、読み出し用トランジスタのゲー
ト電極として機能する転送ゲート電極のゲート長を比較的大きくできるため、信号電荷の
読み出し特性の劣化を抑制することができる。
【００５４】
　なお、本発明は、以上で説明した実施形態に限定されるものではなく、本発明の効果を
奏する範囲において、種々の変形および応用が可能である。本発明の特徴は、特に、転送
ゲート電極で被覆された領域を、光電変換領域として機能させることである。したがって
、その技術的思想を逸脱しない範囲において、上述の各工程で使用したプロセスを他の等
価なプロセスに置換することが可能である。また、工程順を入れ替えることも、材料種を
変更することも可能である。例えば、透明ゲート絶縁膜は、酸化膜に限らず、酸窒化膜等
の他の絶縁膜を採用することができる。また、受光領域サイズやゲート電極サイズ、電荷
蓄積領域とゲート電極とが重なる領域のサイズについてもあくまで一例であり、他の値と
してもよい。さらに、上層構造は例示であり、他の構造を採用することもできる。例えば
、光導波路上に層間レンズを配置した構成や光導波路を省略した構成を採用することもで
きる。
【００５５】
　また、上記では、各画素セルがフローティングディフュージョンを備える事例について
説明したが、フローティングディフュージョンは、各画素セルの電荷蓄積領域と対応づけ
て設けられていればよい。すなわち、複数の電荷蓄積領域に対応して１のフローティング
ディフュージョンが設けられ、当該１のフローティングディフュージョンに各電荷蓄積領
域に蓄積された信号電荷を順に転送することで、各電荷蓄積領域に蓄積された信号電荷が
検出される構成であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、画素セルの微細化に伴う感度低下を抑制することができ、固体撮像装置およ
びその製造方法として有用である。
【符号の説明】
【００５７】
１　Ｐ型ウェル領域（半導体層）
４　透明ゲート絶縁膜
５、２５、３５　ゲート電極（転送ゲート電極）
６　Ｐ型不純物領域（表面欠陥抑制領域）
７　Ｎ型不純物領域（電荷蓄積領域）
８　フローティングディフュージョン（検出部）
１０　半導体基板
１２　遮光膜
２５ａ　非透明部
２５ｂ　透明部
３５ａ　第１ゲート電極
３５ｂ　第２ゲート電極
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